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は
じ
め
に

真
如
堂
（
鈴
聲
山
真
正
極
楽
寺
）
は
、
京
都
市
左
京
区
浄
土
寺
真
如
町
に
所
在
す
る

天
台
宗
寺
院
で
あ
る
。
真
如
堂
に
は
、
中
世
以
来
の
古
文
書
も
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

十
七
世
紀
末
か
ら
は
日
々
の
出
来
事
を
書
き
記
し
た
記
録
も
残
存
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
そ
れ
ら
の
記
録
を
総
称
し
て
「
真
如
堂
記
録
」
と
呼
び
、
そ
の
中
に
含
ま
れ

る
「
鈴
麿
得
度
記
」
を
紹
介
す
る
。

「
真
如
堂
記
録
」
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
に
福
持
昌
之
（
京
都

市
文
化
市
民
局
文
化
財
保
護
課
技
師
）
と
井
上
幸
治
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
嘱
託
・
本
学
非

常
勤
講
師
）
と
が
、
十
日
十
夜
別
時
念
仏
会
（
お
十
夜
）
に
関
す
る
史
料
調
査
を
し
た

と
こ
ろ
、「
真
如
堂
記
録
」
が
非
常
に
良
好
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
記
録
の
撮
影
・
翻
刻
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

竹
内
純
照
執
事
の
快
諾
を
い
た
だ
け
た
。
そ
こ
で
、
有
志
に
よ
る
真
如
堂
記
録
研
究

会
を
た
ち
あ
げ
、
二
〇
一
三
年
九
・
十
月
に
古
い
記
録
か
ら
順
番
に
撮
影
し
、
そ
の
画

像
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
翻
刻
作
業
を
始
め
た
。
ま
た
二
〇
一
四
年
九
月
に
は
、
原
本

に
よ
る
確
認
を
行
な
っ
た
。

以
下
で
は
、
真
如
堂
お
よ
び
翻
刻
史
料
の
内
容
に
つ
い
て
概
略
を
記
し
、
解
題
に

代
え
る
。

一
、
真
如
堂
に
つ
い
て

真
如
堂
の
歴
史
は
古
く
、永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
延
暦
寺
の
僧
戒
山
が
延
暦
寺
常

行
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
神
楽
岡
東
に
あ
る
藤
原
詮
子
（
東
三
条
院
）
の
神
殿
に
安
置

し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る①
。
こ
の
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
円
仁
の
作
で
あ
り
、

完
成
間
際
に
円
仁
が
比
叡
山
の
本
尊
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
と
頼
む
と
阿
弥
陀
如
来
は

首
を
振
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
都
に
下
っ
て
人
々
、
特
に
女
性
を
救
っ
て
く
だ
さ
い
と

頼
む
と
う
な
ず
い
た
と
い
う
伝
承
を
も
つ
。こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、

「
う
な
づ
き
の
弥
陀
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
に
一
条
天
皇
の
命

に
よ
り
堂
舎
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
に
本
尊
は
比
叡
山
に
、
次
い
で
穴
太
に
移
さ
れ

る
な
ど
転
々
と
し
た
。
こ
の
時
の
様
子
が
江
戸
時
代
に
「
真
如
堂
縁
起
」
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
描
い
た
絵
巻
物
は
数
少
な
い
た
め
、
貴
重
な

史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
に
は
、足
利
義
政
の
命
に
よ
っ
て
旧
地
に
復
興
。
そ
の

後
、
足
利
義
昭
の
命
に
よ
り
足
利
義
輝
の
菩
提
寺
に
指
定
さ
れ
、
室
町
勘
解
由
小
路

に
あ
る
義
輝
旧
邸
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
地
は
義
昭
の
二
条
城
と
な
る

予
定
で
あ
っ
た
た
め
、
一
条
通
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
豊
臣
秀
吉
が

覇
権
を
握
る
と
、聚
楽
第
の
建
設
に
と
も
な
っ
て
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
に
京
極

史
料
紹
介

「
真
如
堂
記
録
」
の
紹
介

―
元
禄
二
年
「
鈴
麿
得
度
記
」

―

真
如
堂
記
録
研
究
会
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（
寺
町
）
今
出
川
南
東
（
現
在
の
上
京
区
扇
町
・
大
猪
熊
町
・
米
屋
町
・
大
宮
町
あ
た
り
）
に

移
転
し
た
。
そ
の
後
、
二
度
の
焼
失
を
へ
た
後
に
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
東
山

天
皇
の
命
に
よ
り
現
在
地
に
復
し
、宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
ま
で
に
伽
藍
が
と
と
の

え
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

元
禄
〜
宝
永
の
真
如
堂
の
再
建
に
尽
力
し
た
の
が
、
真
如
堂
第
二
八
世
住
持
の
尊

通
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
後
述
す
る
が
、
尊
通
は
真
如
堂
中
興
の
祖
と
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
尊
通
と
並
ん
で
真
如
堂
の
復
興
・
維
持
に
貢
献
し
た
の
が
豪
商
三
井

家
で
あ
る
。
三
井
家
の
家
祖
で
あ
る
三
井
高
利
は
、
真
如
堂
を
自
ら
の
墓
所
と
す
る

こ
と
を
希
望
し
た
た
め
、
以
来
真
如
堂
は
三
井
家
累
代
の
菩
提
寺
と
な
っ
た
。
こ
う

し
た
関
係
も
あ
り
三
井
家
は
真
如
堂
に
多
く
の
寄
進
を
行
な
っ
て
い
る
。
真
如
堂
内

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
い
ま
も
三
井
の
家
紋
や
三
井
の
文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

真
如
堂
に
お
け
る
そ
の
貢
献
が
う
か
が
え
る
。
現
在
で
も
、
毎
月
一
回
ほ
ど
の
頻
度

で
、
三
井
主
催
の
お
茶
会
が
開
催
さ
れ
る
。

真
如
堂
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
は
、
先
に
あ
げ
た
「
う
な
づ
き
の
弥
陀
」
に
加
え
安

倍
晴
明
に
ま
つ
わ
る
伝
承
も
存
在
す
る
。
晴
明
が
一
度
死
去
し
た
際
に
、
不
動
明
王

が
閻
魔
王
に
頼
ん
で
晴
明
を
蘇
生
さ
せ
た
。
そ
の
際
に
閻
魔
王
は
、
極
楽
に
行
く
た

め
の
手
形
と
し
て
晴
明
に
印
を
授
け
た
。
こ
の
時
に
授
け
ら
れ
た
印
と
不
動
明
王
の

像
が
真
如
堂
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

主
な
行
事
と
し
て
は
、
三
月
の
「
大
涅
槃
図
」
公
開
、
八
月
の
精
霊
送
り
灯
ろ
う

供
養
会
、
十
月
の
引
声
阿
弥
陀
経
会
、
十
一
月
の
十
日
十
夜
別
時
念
仏
会
（
お
十
夜
）

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
、「
鈴
麿
得
度
記
」
に
つ
い
て

本
稿
で
翻
刻
す
る
の
は
、「
鈴
麿
得
度
記
」
と
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
真
如
堂
記
録
」
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
年
紀
を
も
つ
。
法
量
は
、
縦
二
三
・
六cm

、

横
一
六
・
四cm

で
あ
り
、
紙
数
は
四
九
枚
で
あ
る
。

表
題
に
も
記
さ
れ
る
「
鈴
麿
」
と
は
、
第
二
八
世
住
持
と
な
っ
た
尊
通
の
出
家
前

の
名
で
あ
る
。
尊
通
は
、
正
親
町
公
通
の
養
子
と
し
て
出
家
し
た
が
、
実
の
父
親
は

浅
井
政
信
（
松
雨
軒
）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
信
は
、東
本
願
寺
一
三

代
法
主
宣
如
光
従
の
六
男
で
あ
り
、母
方
の
祖
先
は
浅
井
長
政
（
一
五
四
五
〜
七
三
歿
）

で
あ
る
（
系
図
参
照
）。
政
信
が
「
浅
井
」
を
称
す
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
天
台
宗
の
古
刹
で
あ
る
真
如
堂
の
再
建
に
尽
力
し
た
住
職
は
、
浄
土
真
宗

の
門
跡
で
あ
る
東
本
願
寺
の
連
枝
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
真
如
堂
と
本
願

寺
と
に
は
、
ゆ
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
は
、
延
暦

寺
を
出
た
後
に
よ
く
真
如
堂
に
訪
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
真
如
堂
本
堂
に
は

親
鸞
像
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
如
堂
は
、
浄
土
真
宗
と
も
一
定
の
関
係
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、
尊
通
の
母
親
は
、
正
親
町
実
豊
の
娘
で
あ
る
。
鈴
麿
は
得
度
前
に
、
実
豊

長
子
で
叔
父
に
あ
た
る
正
親
町
公
通
の
養
子
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
史
料
で
は
、
表
紙
に
は
「
元
禄
二
」
と
記
さ
れ
る
が
、
本
文
中
に

は
「
貞
享
四
丁
卯
歳
」
と
二
年
前
の
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。
鈴
麿
は
閏
正
月
に
得
度

し
て
い
る
が
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
は
閏
正
月
が
存
在
せ
ず
、
表
紙
に
あ
る
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
が
正
し
い
。
こ
の
よ
う
な
誤
り
が
生
じ
た
の
は
、
鈴
麿
が
入

室
・
得
度
に
際
し
て
年
齢
を
二
歳
年
上
に
改
め
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
史
料
文
中
に
も
、
鈴
麿
得
度
を
貞
享
四
年
と
記
す
書
状
が
写
し
と
ら
れ
て
い

る
。
恐
ら
く
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
鈴
麿
（
尊
通
）
が
亡
く
な
っ
た
後②
、

そ
の
実
年
齢
と
表
向
き
年
齢
と
で
混
乱
が
生
じ
、
貞
享
四
年
に
得
度
し
た
と
す
る
誤

解
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
記
録
が
ま
と

め
ら
れ
た
の
は
、
尊
通
が
示
寂
し
た
享
保
十
九
年
以
後
、
最
初
の
書
き
継
ぎ
が
加
え

ら
れ
る
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
「
鈴
麿
得
度
記
」
は
、
元
禄
二
年
に
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
年
紀
を
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欠
い
た
日
記
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い
て
、
十
八
世
紀
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
作
成
者
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
考
慮
す
れ

ば
、
真
如
堂
の
院
家
な
ど
、
真
如
堂
の
記
録
史
料
を
利
用
し
や
す
い
立
場
の
人
物
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
尊
通
の
得
度
に
ま
つ
わ
る
記
録
を
ま
と
め
る
こ
と

に
よ
り
、
後
継
者
の
得
度
に
際
し
、
先
例
と
し
て
参
照
し
た
こ
と
な
ど
が
推
測
で
き

よ
う
。

尊
通
の
得
度
は
、
元
禄
二
年
閏
正
月
十
五
日
に
、
前
天
台
座
主
尊
證
法
親
王
を
戒

師
と
し
て
、
天
台
宗
の
関
係
者
を
は
じ
め
、
万
里
小
路
淳
房
や
中
山
篤
親
ら
の
公
家
、

浅
井
政
信
（
松
雨
軒
）
ら
の
親
族
が
出
席
す
る
中
で
行
な
わ
れ
た
。

史
料
で
は
、
準
備
か
ら
当
日
の
段
取
り
ま
で
の
様
子
が
く
わ
し
く
記
さ
れ
る
。
興

味
深
い
の
は
、
尊
通
の
得
度
に
際
し
て
祝
儀
の
品
々
を
持
参
し
て
き
た
人
々
が
、
細

か
く
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
寺
院
・
公
家
関
係
者
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
お
り
く
」「
さ
つ
」
と
い
っ
た
女
性
や
、「
魚
屋
彦
兵
衛
」「
丸

や
長
右
衛
門
」
と
い
っ
た
町
人
、
さ
ら
に
は
「
髪
結
」
や
「
乞
食
」
な
ど
身
分
の
低

い
人
々
ま
で
見
え
、
多
く
の
人
々
と
の
関
係
が
う
か
が
え
る
。

「
鈴
麿
得
度
記
」
に
は
、
鈴
麿
得
度
の
記
録
に
続
け
て
、
寛
延
元
年
に
祐
弁
が
隠
居

し
、
常
丸
を
得
度
さ
せ
て
後
任
と
す
る
際
の
史
料
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
住
持
交
替

に
際
し
て
は
、江
戸
の
輪
王
寺
門
跡
（
寛
永
寺
）
へ
真
如
堂
の
院
家
が
挨
拶
に
出
向
い

て
い
る
が
、
そ
こ
で
輪
王
寺
・
寛
永
寺
の
院
家
と
交
わ
さ
れ
た
書
状
が
書
き
留
め
ら

れ
て
い
る
。
先
述
し
た
尊
通
得
度
を
貞
享
四
年
と
す
る
記
述
も
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ

た
先
例
書
の
中
に
見
い
だ
せ
る③
。

こ
の
よ
う
に
「
鈴
麿
得
度
記
」
は
、
真
如
堂
が
ま
だ
寺
町
今
出
川
に
所
在
し
た
時

代
の
記
録
で
あ
り
、
ま
た
現
在
地
へ
の
復
興
で
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
住
持
尊
通
の

得
度
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
真
如
堂
で
は
、
尊
通
を
「
中
興
の
祖
」
と
位
置
づ
け

て
い
る
が
、
現
存
す
る
史
料
中
も
っ
と
も
古
い
年
紀
を
も
つ
も
の
が
そ
の
尊
通
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、真
如
堂
に
お
け
る
尊
通
の
位
置
づ
け
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

註①
以
下
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、
赤
松
俊
秀
「
真
正
極
楽
寺
」『
京
都
府
史
蹟
名
勝
天
然
紀

念
物
調
査
報
告
』
十
八
（
京
都
府
、
一
九
三
八
年
）、
小
松
茂
美
編
『
清
水
寺
縁
起　

真
如
堂
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）、
清
水
真
澄
・
土
村
清
治
『
真
如
堂
』

（
淡
交
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
に
よ
る
。

②
尊
通
の
歿
年
は
、
真
如
堂
墓
地
内
の
墓
石
（
写
真
1
）
に
よ
る
。

③
た
だ
し
そ
こ
で
は
、鈴
麿
（
尊
通
）
の
年
齢
を
貞
享
四
年
に
十
一
歳
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
表
向
の
年
齢
で
あ
る
。

系図
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〔
史
料
翻
刻
凡
例
〕

一  
、
真
正
極
楽
寺
（
真
如
堂
）
が
所
蔵
す
る
「
鈴
麿
得
度
記
」
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ

る
。
解
題
は
井
上
幸
治
・
安
久
直
輝
・
深
井
純
が
執
筆
し
た
。
翻
刻
・
撮
影
作
業

に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
通
り
。

一  

、
翻
刻
で
は
、
現
在
一
般
に
用
い
て
い
る
字
体
を
用
い
た
。
た
だ
し
「
ゟ
」
な
ど

は
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

一  

、
改
行
等
は
、
原
則
と
し
て
原
史
料
に
し
た
が
っ
た
が
、
次
の
点
は
改
め
て
い
る
。

・
割
書
き
は
〈　

〉
内
に
収
め
た
。
割
書
き
内
の
割
書
に
は
、《　

》
を
用
い
た
。

・
割
書
き
の
改
行
は
、「
／
」
で
示
し
た
。

・  

誌
面
の
都
合
に
よ
り
、
原
本
で
上
下
二
段
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
、
一
段
に

改
め
た
か
所
も
あ
る
。

一  

、
改
丁
は
行
末
に　

」 

で
示
し
た
。

一  

、
挿
入
が
あ
る
場
合
は
、
挿
入
箇
所
に
●
印
を
付
し
、
そ
の
段
落
末
尾
に
挿
入
文

字
を
示
し
た
。

一  

、
訂
正
が
あ
る
場
合
は
、
挿
入
箇
所
に
◆
印
を
付
し
、
そ
の
段
落
末
尾
に
訂
正
文

字
を
示
し
た
。

一  

、
破
損
等
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
文
字
が
読
め
な
い
も
の
の
、
残
画
等
か
ら
推
測
し

え
る
も
の
は
傍
注
（　

）
内
に
記
し
、「
か
」
と
加
え
た
。

一
、
比
定
し
え
る
人
名
や
明
ら
か
な
誤
字
等
は
、
初
出
で
傍
注
（　

）
内
に
記
し
た
。

一
、
そ
の
他
、
注
記
す
べ
き
こ
と
は
「
＊
」
以
下
に
記
し
た
。

一  

、
翻
刻
作
業
（
二
〇
一
四
年
三
〜
七
月
）
お
よ
び
撮
影
作
業
（
二
〇
一
三
年
九
・
一
〇

月
）
へ
の
参
加
者
は
、
以
下
の
通
り
。
な
お
肩
書
き
は
い
ず
れ
も
本
年
九
月
現
在

の
も
の
で
あ
る
。

  

井
上
幸
治
（
本
学
非
常
勤
講
師
）、
福
持
昌
之
（
京
都
市
文
化
財
保
護
課
技
師
）、
満
田

雅
（
O
B
）、
安
久
直
輝
、
樋
口
拓
也
（
大
学
院
博
士
課
程
前
期
課
程
一
年
）、
川
北
百

合
佳
、
紀
光
（
二
〇
一
四
年
度
卒
業
生
）、
佐
田
久
真
帆
（
六
回
生
）、
安
達
悠
、
名
合

藍
、
深
井
純
（
四
回
生
）、
井
澤
仁
志
、
中
村
梨
紗
子
、
福
谷
鮎
子
、
藤
橋
由
佳
、

松
田
華
奈
子
（
三
回
生
）

（
表
紙
）「
元
禄
二
◆
辰
年
正
月
十
五
日

　
　
　
　

鈴
麿
殿
得
度
之
記　
　
　
　
　

」

　
　

＊
◆
「
辰
」
を
「
巳
」
と
訂
正

　

鈴
麿
殿
得
度
之
記

一
、
鈴
麿
殿
得
度
之
儀
、
先
達
而
青（

蓮尊

院證

宮）　

輪（

王天

寺真

宮）

　

両
御
門
主
〈
エ
〉
被
願
上
候
所
、
無
相
違
被
仰
出
、
依
之
青
御
門
主〈
エ
〉

　

御
戒
師
之
願
被
仰
上
候
処
、
依
御
不
予
御
成
難
被
成
候

　

間
、
御
名
代
〈
ニ
〉
日（

厳堯

院憲

）大
僧
正
可
被
仰
付
由
被
仰
出
也
、

一
、
正
親
町
中（

公

通
納
言
殿）

〈
エ
〉
覚（

賢
盛
）

円
房
参
上
、
来
十
五
日
、
鈴
丸
殿

　

御
得
度
青
御
門
主
御
戒
師
為
御
名
代
日
厳
院
大
僧
正

　

可
被
仰
付
之
由
被
仰
出
候
間
、
其
節
御
出
被
下
候
〈
ニ
〉
付
、　

 

　

」

　

申
入
候
所
、
成
程
御
出
座
●
候
、
又
御
一
家
方
〈
へ
〉
も
申
入
度
旨

　

申
入
候
処
、
被
得
其
意
候
、
万
里
小
路
大（

淳

房
納
言
殿）

・
中
山

　

中（

篤

親
納
言
殿）

・
藤
谷（

三為

茂位
殿）

・
山
科（

三持

言位
殿）

・
冷
泉（

中為

綱将
殿）

・

　

四
条（

中隆

安将
殿）

・
綾
小
路（

中有

胤将
殿）

・
入（

江相
尚

殿）

〈
エ
〉
可
被
仰
遣
由
也
、

　

浅
井
松（

雨政

軒信

殿）

へ
も
参
、
右
之
趣
具
ニ
申
入
也
、

＊
●
に
「
可
被
成
」
と
挿
入

一
、
日
厳
院
大
僧
正
〈
エ
〉
御
使
僧
覚
円
房
参
上
、
来
十
五
日

　

得
度
仕
候
〈
ニ
付
〉、
御
名
代
之
儀
貴
院
〈
エ
〉
御
頼
可
被
成
候
旨

　

御
門
主
仰
〈
ニ
〉
御
座
候
、
乍
御
苦
労
頼
存
候
由
被
仰
遣　

 

　
　
　
　
　

」

　

委
細
致
承
知
候
、
青
御
門
主
ゟ
被
仰
下
候
、
以
来
相
勤

　

可
申
由
御
返
答
、

一
、
偏
知（

胤院
僧海

）正
〈
エ
〉、
得
度
日
限
等
儀
被
仰
遣
候
所
、
近
日
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御
出
京
可
有
之
由
、
被
仰
聞
也
、

一
、
山
門
衆
〈
エ
〉
来
十
五
日
得
度
仕
候
間
、
御
出
座
頼
入
候
由
御

　

使
僧
被
遣
何
も
出
仕
可
申
旨
御
返
答
、
使
僧
智
乗
坊
、

一
、
寺
門
伝
奏
勧
修
寺
大（

経

慶
納
言
殿）

〈
エ
〉
覚
円
房
参
上
、
来

　

十
五
日
鈴
丸
得
度
仕
候
、
依
之
御
届
申
入
候
何
ケ
と　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

」

　

御
見
舞
被
下
候
様
〈
ニ
〉
申
入
候
所
、
大
納
言
殿
御
対
面
、
委
細

　

被
承
知
候
御
返
答
也
、

一
、
偏
知
院
僧
正
御
出
京
、
宿
坊
覚
円
房
〈
ニ
〉
御
入
、 

     　
　
　

 

」

　

鈴
麿
殿
延
宝
七
己
未
歳
十
月
五
日
午
上
刻
誕
生

　

正
親
町
従
二
位
権
中
納
言
藤
原
公
通
卿
養
子

　

実
〈
ハ
〉
東
門
跡
東
泰
院
宣
如
大
僧
正
之
末
子
浅
井

　

左
兵
衛
政
信
二
男
、
母
〈
ハ
〉
正
親
町
正
二
位
前
大
納
言

　

実
豊
卿
娘
、

　

天
和
三
癸
亥
歳
閏
五
月
入
室
〈
于
時
五
才
／
表
向
七
才
〉

　

貞
享
四
丁
卯
歳
閏
正
月
十
五
日
得
度

　
　
　

差
定　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

新
得
度
之
所

御
戒
師
青
蓮
院
宮
前
天
台
座
主
二
品
尊
證
法
親
王
〈
依
御
不
予
／
御
名
代
〉

　
　
　
妙
法
院
宮
院
室
、
園
儀
同
三
司
基
福
公
弟
、
禁
色

戒
師
御
名
代　
　

日
厳
院
前
探
題
法
印
前
大
僧
正
尭
憲

　
　
　
横
川
于
時
輪
王
寺
宮
院
室

唄
師　
　
　
　

霊
山
院
已
講
法
印
大
僧
都
章
海

　
　
　
東
塔

教
授　
　
　
　

竹
林
院
義
講
法
印
大
僧
都
元
超　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　

三
光
院
法
印
大
僧
都
豪
然

理
髪　
横
川

　
　
　
　
　
　

鶏
足
院
法
印
大
僧
都
覚
深

　
　
　
東
塔

介
借　
　
　
　

円
龍
院
法
印
権
大
僧
都
清
海

　
　
　
無
動
寺

水
瓶　
　
　
　

善
住
院
法
印
権
大
僧
都
舜
延

　
　
　
東
塔　

指
燭　
　
　
　

五
智
院
法
印
権
大
僧
都
寂
静　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　

薬
樹
院
権
少
僧
都
秀
胤

　
　
　
西
塔

剃
手　
　
　
　

喜
見
院
権
律
師
如
諦

　
　
　

具
在
前

　
　

貞
享
四
丁
卯
歳
閏
正
月
十
五
日

　

御
児
後
見　
　

十
乗
院
法
印
大
僧
都
宥
純
〈
愛
宕
山
大
善
院
／
青
蓮
院
宮
院
室
〉

　

取
持　
　
　
　

医
王
院
法
印
鏡
尊
〈
神
明
別
当
〉

　
　

雑
具   

               

」

　

御
机
仏
具
灯
台
二
・
礼
槃
畳
二
・
円
座
一
・
畳
三
帖

　

理
髪
具　

柳
箱
〈
左
右
之
包
紙
《
并
》
元
結
／
櫛
・
鉗
・
カ
ウ
ガ
イ
〉

　

水
瓶
盥　

湯
帷
子　

手
拭　

脇
足　

半
紙

　

指
燭　
　

柳
箱
土
器
〈
ニ
〉
ノ
セ
置
之
、

　

剃
刀　
　

柳
箱　

菓
之
葉
土
器
〈
ニ
〉
入
、
小
四
方

一
、
道
場
大
書
院
中
之
間
〈  

四
方

《
ヲ
》
垂
《
ル
》、中
央
得
度
之
机
《
ニ
》
／
仏

具
御
流
之
通
儲
之
、
戒
師
・
唄
師
／
御
児
之
畳
《
并
》

教
授
之
円
座
儲
之
、
／
出
仕
路
東
口
、〉

　

道
場
之
図 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
（
＊
図
略
／
写
真
2
参
照
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
御
戒
師
山
門
衆
房
官
中
饗
応
之
間
、
大
書
院
御
床



六

84
　

御
掛
物
尊
円
親
王
御
筆
円
頓
写
、
立
花
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
公
家
衆
小
書
院
、
御
床
後
醍
醐
天
皇
震
翰
〈
花
生
筒
／
梅
花
〉、

一
、
御
次
之
間（

永狩

真野

靏）

二
幅
対
、
中
央
卓
花
水
仙
、

一
、
御
名
代
〈
并
〉
房
官
中
御
休
息
所
、
松
林
房
、

一
、
山
門
衆
御
宿
房
、　
　
　
　
　
　
　

理
正
房
、

　

右
両
所
〈
エ
〉
御
菓
子
御
茶
等
進
上
〈
并
〉
御
家
来
中

　

宿
房
〈
ニ
テ
〉
饗
応
有
之
、

一
、
於
本
房
最
物

　

先
、
三
方
御
口
祝
〈
昆
布
／
搗
栗
〉
白
箸     

     　
　
　
　
　

」

　

次
、
小
皿
御
香
物
〈
御
茶
碗
土
器
蓋
〉
御
雑
煮
〈
大
根
／
昆
布
／
押
餅
／
里
芋
／
豆
腐
〉

　

次
、
御
引
替　
　
　
　
　
　
　
　

御
吸
物

　

次
、
御
土
器　
　
　
　
　
　
　
　

御
銚
子
加

　

次
、
御
硯
蓋
二
ツ
物
〈
松
竹
梅
〉
御
肴
三
種

一
、
饗
応
御
料
理
二
汁
七
菜

　

御
銚
子　

三
種
之
御
肴　

御
吸
物
三
反        

          　
　
　

 

」

　

台
物　

御
取
肴
品
　々

御
茶
菓
子
〈
餅　

水
栗
／（

川革

茸か
）　

楊
子
〉

　

御
菓
子
五
種
〈
銘
々
盆
〉

　

後
段
温
飩　

御
吸
物　

御
酒　

御
肴
品
々

　

御
吸
物
品
　々

柳
台
数
品　

水
物
品
々

　

御
謡
、
狂
言
有
之
、
千
秋
万
歳
々
々
、

一
、
御
名
代
公
家
衆
御
三
方
山
門
衆
木
具

　

右
兼
日
用
意
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
御
得
度
当
日
閏
正
月
十
五
日
晴
天
、
朝
飯
後
、
万
里
小
路

　

大
納
言
殿
・
正
親
町
中
納
言
殿
・
中
山
中
納
言
殿
・
綾
小
路

　

中
将
殿
・
四
条
中
将
殿
御
出
、
其
外
御
断
、
御
口
祝
御
雑

　

煮
・
御
吸
物
・
御
酒
出
之
、

　

巳
之
上
刻　

寺
務
宮
御
名
代
日
厳
院
前
大
僧
正
〈
并
〉

　

御
門
主
御
使
鳥
居（

小経
房

路）

大（

蔵倉
卿）

法
印
・
大（

谷泰
朝

兵）

部
卿
法
眼
御

　

出
先
御
休
息
松
林
房
〈
エ
〉
御
入
、
山
門
衆
理
正
房
参
集

　

役
者
覚
円
房
賢
盛
寺
中
総
代
一
臈
東
陽
房
純
盛　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　

参
上
、
御
礼
申
上
偏
知
院
僧
正
ゟ
御
使
者
菅
谷
平
左
衛
門
参
上
、

　

山
門
衆
エ
同
断
、

一
、
御
門
主
ゟ
御
使
者
鳥
居
小
路
大
蔵
卿
・
大
谷
兵
部
卿
為
御
祝
儀
、

　

御
目
録
之
表
・
大
樽
一
荷
・
御
肴
二
箱
・
饅
頭
大
折
一
拝
領
、

　

御
児
両
使
〈
エ
〉
御
対
面
、
御
請
被
仰
上
御
吸
物
御
酒
出
、

　

後
見
十
乗
院
殿
御
挨
拶
相
済
、
宿
坊
〈
エ
〉
退
下
、

一
、
巳
之
刻
、
大
僧
正
本
房
〈
エ
〉
御
入
、
緋
素
絹
・
五
条
・
大
紋
・
指
貫
・
中

　

啓
御
随
身
、
山
門
衆
、
素
絹
・
五
条
、
御
児
玄
関
〈
エ
〉
御
出
向
、     

」

　

十
乗
院
殿
〈
へ
〉
後
見
有
之
、
於
御
書
院
大
僧
正
〈
エ
〉
御
児
御
口
祝

　

進
上
、
次
御
雑
煮
・
御
銚
子
出
、
大
僧
正
御
児
有
献
、
此

　

時
公
家
衆
・
偏
知
院
僧
正
御
出
、
大
僧
正
〈
エ
〉
御
挨
拶
、

　

献
畢
而
御
得
度
之
儀
被
仰
合
、
御
休
息
〈
へ
〉
御
退
下
、

　

御
得
度
之
次
第
、
午
之
上
刻
、
覚
円
坊
御
名
代
御

　

宿
坊
〈
エ
〉
刻
限
之
御
案
内
、

　

御
戒
師
御
名
代
尭
憲
和
上
、
入
御
于
本
房
、
御
衣
躰

　
　

檜
皮
色
・
鈍
色
、
萌
黄
地
金
欄
納
袈
裟
、
禁
色
指
貫
、
花 

」

　
　

頭
檜
扇
・
数
珠
、

　

山
門
衆
出
仕
、
唄
師
木
檬
色
・
鈍
色
、
白
地
金
欄
衲
袈
裟
、

　
　

紫
指
貫
、
数
珠
・
檜
扇
、
教
授
木
檬
色
・
鈍
色
、
紋
白

　
　

五
条
、
紫
指
貫
、
其
外
素
絹
・
五
条
・
中
啓
、

　

先
戒
師
入
道
場
、
御
着
座
、

　

次
御
児
入
道
場
、
着
座
、
介
借
清
海
、
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童
躰
染
小
袖
・
水
干
・
長
絹
・
横
目
扇
、

　

次
堂
上
御
列
座
、     

       　

    

」

　

次
戒
師
・
御
児
各
進
于
机
前
、

　

次
戒
師
御
灑
水
、
御
児
御
拝
〈
元
超
教
授
〉、

　
　

先
太
神
宮
・
氏
神
・
国
王
・
師
父
母
等
各
三
拝
、

　

次
戒
師
授
偈
、

　

次
御
児
道
場
退
下
而
改
俗
衣
着
法
衣
〈
鈍
色
紫
指
貫
／
念
珠
・
檜
扇
〉、

　
　

入
道
場
、
着
本
座
、

　

次
改
師
御
洒
水
、
授
偈
、

　

次
舜
延
水
瓶
持
参
、 

」

　

次
唄
師
入
道
場
、
着
座
、

　

次
豪
然
・
覚
深
理
髪
具
持
参
而
至
御
児
左
右
理
髪
、

　

次
寂
静
・
秀
胤
脂
燭
具
持
参
、
列
立
于
左
右
取
指
燭
、

　

次
如
諦
剃
刀
持
参
而
進
于
戒
師
下
、

　

次
戒
師
起
座
而
赴
于
御
児
座
、
取
剃
刀
令
三
度
当

　
　

之
給
、
着
本
座
、

　

次
唄
師
発
音
、
毀
形
唄
如
例
、

　

次
僧
正
胤
海
入
道
場
、
令
剃
刀
当
給
而
退
出
、 

」

　

次
剃
手
御
髪
刺
畢
而
退
下
、

　

次
唄
師
退
出
、

　

次
教
授
進
袈
裟
於
戒
師
、
戒
師
取
之
、
三
度
授

　
　

之
而
授
戒
、

　

次
賜
実
名
之
折
紙
、
頂
戴
之
、
賜
御
諱
字
号
尊
通
、

　

次
事
畢
而
各
退
出
、
先
御
宿
坊
〈
エ
〉
退
下
、
暫
御
休
息
、

一
、
院
家
本
堂
〈
エ
〉
御
参
詣
、
偏
知
院
僧
正
〈
エ
〉
御
出
御
一
礼
、

一
、
未
之
刻
、
御
料
理
之
御
案
内
申
上
、
則
大
僧
正
以
下　

 

　

」

　

本
房
〈
エ
〉
御
入
御
料
理
大
僧
正
〈
エ
〉
院
家
御
膳
被
備
、

　

御
饗
応
御
酒
数
遍
出
之
、
御
名
代
御
盃
院
家

　

御
戴
、
早
速
御
返
進
、
山
衆
房
官
中
御
盃
事
有
之
、

　

此
時
堂
上
方
御
出
座
御
挨
拶
、
御
酒
宴
祝
儀

　

之
謡
等
有
之
、
撤
御
膳
、
御
茶
菓
子
、
御
茶
・
御
菓

　

子
等
出
之
、
次
〈
ニ
〉
後
段
、
上
〈
ニ
〉
テ
御
酒
宴
及
暮
、
御

　

名
代　

御
門
主
御
用
有
之
由
、
山
門
衆
今
日
帰
山
之

　

由
〈
ニ
テ
〉
御
立
、
院
家
御
宿
房
〈
エ
〉
御
出
、
御
一
礼
被
仰
入
也
、　

 

　

」

一
、
公
家
衆
小
書
院
〈
ニ
〉
テ
御
料
理
御
相
伴
、
数
十
人
御
酒
宴
、

　

及
夜
半
御
立
、

一
、
偏
知
院
僧
正
〈
エ
〉
御
送
リ
膳
三
方
、

一
、
諸
方
ゟ
御
祝
儀
到
来
、
別
帳
記
之
、
御
出
入
中
見

　

舞
取
持
有
之
也
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

十
六
日
晴
天

一
、
御
院
家
素
絹
五
条
指
貫
御
随
身
、
青
御
門
主
〈
エ
〉
御
参
、

　

覚
円
房
御
供
、
偏
知
院
僧
正
ゟ
御
礼
、
代
僧
薬
樹
院
、
寺

　

中
惣
代
東
陽
房
・
法
輪
房
参
上
、
御
祝
儀
献
上
、
則

　

房
官
中
列
座
御
雑
煮
・
御
吸
物
・
御
酒
出
〈
ル
〉
也
、

一
、
大
樽
一
荷
・
御
肴
二
箱
・
白
銀
五
枚
・
御
目
録
、

　

右
、
御
門
主
〈
エ
〉
献
上
、

一
、
金
子
二
百
疋　

鳥
居
小
路
大
蔵
卿　
　

一
、
同
二
百
疋　

谷（

大通
泰

進）　

 

　
　

」

一
、
同
二
百
疋　
　

大
谷
兵
部
卿　
　
　
　

一
、
同
二
百
疋　

進
藤（

釆為
之

女）

一
、
同
二
百
疋　
　

御
乳
人
治
部
卿　
　
　

一
、
同
百
疋
〈
士
法
師
〉
隠
岐（

駿堯
説

河）

一
、
同
百
疋　
〈
町
奉
行
〉
沢
野（

頼富
政

母）

一
、
同
百
疋
〈
町
奉
行
〉
桐
山
俊
右
衛
門

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
種
〉
尊
勝
院
殿
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右
之
通
御
持
参
、

一
、
房
官
中
覚
円
房
〈
エ
〉
近
日
御
料
理
可
被
進
候
間
、
其
許

　

御
勝
手
次
第
、
日
限
御
定
〈
メ
〉
可
被
成
之
旨
御
内
意
故
、
若
年

　

之
義
〈
二
而
〉
御
免
被
下
候
様
〈
ニ
〉
申
上
候
所
、御
祝
儀
之
御
事
〈
二
而
〉
是
非
」

　

御
招
請
可
被
成
由
也
、

一
、
日
厳
院
前
大
僧
正
〈
エ
〉
御
出
、
白
銀
三
枚
御
樽
一
荷
肴
一
箱
御
持
参

　

御
対
面
御
盃
出
〈
ル
〉
也
、　　

一
、
正
親
町
前（

大実
豊

納）

言
殿
〈
エ
〉
十
帖
一
本
御
持
参
、

一
、
御
樽
一
荷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
御
樽
一
荷

一
、
御
肴
二
種　

松
雨
軒
殿　
　
　
　
　
　
　

一
、
御
肴
二
種　

松
雨
軒
殿
御
奥
方

一
、
粽
一
折　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
饅
頭
一
折

一
、〈
引
合
十
帖
／
昆
布
五
十
本
〉
源
五
丸
殿 
一
、
小
杉
五
束　

直
丸
殿

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
箱
〉
東
御
門
跡
〈
エ
〉

一
、〈
金
百
疋
／
菓
子
一
折
〉〈
神
明
〉
医
王
院

　
　
　
　

 

右
御
持
参
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

十
七
日
晴
天

一
、
御
院
家
本
堂
鎮
守
社
稲
荷
社
大
子
堂
諸
堂
〈
エ
〉
御
参
詣

　

已
心
院
御
廟
〈
エ
〉
御
参
詣

一
、
偏
知
院
僧
正
〈
エ
〉
十
帖
一
本
・
白
銀
三
枚
御
持
参
、
御
吸
物
御
盃
出
〈
ル
〉

一
、〈
白
銀
壱
枚
／
足
袋
五
足
〉
薬
樹
院　
　

 

一
、
同
断　

喜
見
院

一
、
御
樽
一
荷

一
、
御
肴
二
箱　

勧
修
寺
大
納
言
殿

一
、
白
銀
壱
枚

一
、
十
帖
一
本　

同（
尹
隆
）

弁
殿

一
、
金
子
百
疋
〈
雑
掌
〉
立
入
河（

内直
貞

守）

一
、
同
百
疋　

〈
同
〉　

三
宅
主
計
助

右
御
持
参
御
対
面
被
成
也
、　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
御
樽
一
荷

一
、
御
肴
二
種　
　

正
親
町
中
納
言
殿　

一
、
白
銀
壱
枚

一
、
金
子
百
疋　

中
村
織
部

一
、
青
銅
百
疋　

川
嶋
主
膳　

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
種
〉
万
里
小
路
大
納
言
殿

一
、
同
断　
　
　

四
条
中
将
殿

一
、
丈
連
二　
　

永
法
院
殿

一
、〈
御
樽
一
荷
昆
布
／
羊
羹
十
棹
〉
養
源
軒
殿

一
、
粽
卅
把　
　

山
科
三
位
殿　
　
　
　
　

一
、
杉
折
一　
　

藤
谷
三
位
殿

一
、
同
五
十
把　

冷
泉
中
将
殿　
　
　
　

一
、
羊
羹
十
棹　

綾
小
路
中
将
殿

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
種
〉
十
乗
院
殿

　
　
　
　
　

右
御
持
参
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
今
日
山
門
衆
〈
エ
〉
御
礼
〈
ニ
〉
御
使
僧
被
遣
、
御
祝
儀
到
来
之
方
〈
ヘ
ハ
〉

　

一
種
〈
ツ
ゝ
〉
被
相
添
、
如
左
、

一
、〈
白
銀
壱
枚
／
求
肥
三
箱
〉　　

 

霊
山
院　
　

一
、〈
白
銀
壱
枚
／
延
紙
五
束
〉　　

 

鶏
足
院

一
、
白
銀
壱
枚　
　
　
　
　
　
　
　

 

竹
林
院

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

円
龍
院

一
、〈
白
銀
壱
枚
／
高
麗
煎
餅
一
折
〉
三
光
院

一
、
白
銀
壱
枚　
　
　
　
　
　
　
　

 

五
智
院

一
、〈
白
銀
壱
枚
／
外
郎
餅
十
棹
〉　

 

善
住
院　
　

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
種
〉　　

 

本
門
院
僧
正
〈
エ
〉

一
、〈
羊
羹
五
棹
／
昆
布
一
折
〉　　

 

鴨
口
三
左
衛
門

　
　
　

右
御
返
礼
也
、 

　

」

⎛⎝
⎛⎝

⎛⎝

⎛⎝
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十
八
日
晴
天
、

一
、
正
親
町
前
大
納
言
殿
・
中
納
言
殿
・
中
山
中
納
言
殿
・
養
源
軒
殿
・

　

松
雨
軒
殿
御
招
請
、
御
相
伴
有
之
、
御
料
理
二
汁
七
菜
、

　

御
茶
御
菓
子
、
後
段
御
酒
及
数
辺
、
夜
〈
ニ
〉
入
御
立
、

一
、
硯
蓋
三
片
・
箱
入
御
菓
子
一
折
、
松
雨
軒
殿
御
持
参
、

一
、
惣
中
〈
エ
〉
明
日
御
料
理
可
被
下
之
旨
、
回
章
、

十
九
日
晴
天
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
偏
知
院
僧
正
御
招
請
、
十
乗
院
殿
・
林
光
院
・
医
王
院
・
薬
樹
院
・

　

喜
見
院
・
惣
寺
中
御
相
伴
、
御
料
理
二
汁
七
菜
、
御
茶
・

　

御
菓
子
、
後
段
夜
半
〈
ニ
〉
御
立
、
僧
正
御
家
来
不
残
入
来
、

一
、
青
御
門
主
ゟ
来
〈
ル
〉
廿
三
日
御
料
理
可
被
下
旨
、
御
使
今
井

　

伊
右
衛
門
、
院
家
御
送
御
請
被
仰
上
也
、

廿
日
晴
天
及
暮
雨
天
、

一
、四
十
八
人
講
中
御
振
舞
、
一
汁
五
菜
馳
走
、

一
、
夜
〈
ニ
〉
入
御
出
入
家
来
中
〈
エ
〉
蕎
麦
切
被
下
、
酒
宴
及
夜
半
、 

」

廿
一
日
晴
天

一
、
御
院
家
来
廿
三
日
、
青
御
門
主
御
料
理
可
被
下
之
旨
御

　

礼
〈
ニ
〉
被
参
、
東
陽
房
・
常
照
房
・
覚
円
房
・
御
礼
〈
ニ
〉
参
上
、

　

尊
勝
院
殿
〈
へ
〉
御
立
寄
、
尊
勝
院
殿
御
得
度
以
後

　

御
門
主
御
招
請
之
節
、
献
上
物
御
座
候
哉
之
事

　

御
聞
合
候
所
、
献
上
無
之
由
也
、

廿
二
日
晴
天
御
祝
儀
御
返
礼
如
左

一
、〈（

か

）

枝
柳
一
箱
／
山
芋
一
折
〉　　
　
　

興
聖
寺

一
、
羊
羹
十
棹　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瑞
花
院
殿

一
、〈
十
帖
扇
一
箱
／
昆
布
五
十
本
〉　　

長
生
院
殿

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
種
〉　　
　
　

多
賀
主
計
殿

一
、
杉
原
二
束　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
明
院

一
、
昆
布
五
十
本　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
田
主
水

一
、〈
金
子
百
疋
／
菓
子
一
折
〉　　
　
　

磯
田
立
安

一
、
菓
子
一
折　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
川
文
七

一
、
菓
子
一
折　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
智
房

一
、
同
一
折　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
上
良
永

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
正
寺

一
、
昆
布
三
十
本　
　
　
　
　
　
　
　
　

仏
願
寺

一
、
延
紙
五
束　
　
　
　
　
　

 

〈
七
条
〉
お
さ
み

一
、
延
紙
五
束　
　
　
　
　
　

 

〈
七
条
〉
お
り
く

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
つ

一
、
白
銀
壱
枚　
　
　
　
　
　

 

〈
乳
人
〉
お
な
さ

一
、
金
子
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
井
半
弥 

　
　
　
　
　

」

一
、
金
子
百
疋　
　
　
　
　
　

 

〈
七
条
〉
長
井
求
馬

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
貞
尼

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
き
く

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
田
忠
右
衛
門

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
右
衛
門

一
、〈
御
樽
一
荷
／
昆
布
一
箱
〉　　
　
　

甲
良
作
十
郎

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
一
箱
〉〈
愛
宕
〉
教
覚
院
殿

一
、〈
御
樽
一
荷
／
御
肴
二
種
〉〈
愛
宕
〉
随
縁
院
殿

一
、
昆
布
卅
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笹
屋
宗
真

一
、
昆
布
卅
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笹
屋
宗
清

一
、〈
手
樽
一
、
昆
布
五
十
本
／
羊
羹
五
棹
〉
仏
具
屋
次
右
衛
門

一
、
外
郎
餅
五
棹　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢
祐
仙

一
、
高
麗
煎
餅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
長
老



一
〇

88

一
、〈
茶
碗
二
十
／
杉
板
一
〉　　
　
　
　

廬
山
寺

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
光
院

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
院

一
、
上
下
一
具　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
七
右
衛
門　
　

 

　
　
　
　

」

一
、
上
下
一
具　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
筒
屋
喜
右
衛
門

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
為
真

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
隆
庵

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
文
字
や
新
七

一
、〈
同
三
足
／
扇
子
一
箱
〉　　
　
　
　

蔦
屋
文
四
郎

一
、
上
下
一
具　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
渡
や
三
左
衛
門

一
、
菓
子
五
箱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
崎
涼
益

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
屋
吉
三
郎

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
平
次

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
重
右
衛
門

一
、
鳥
目
卅
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樽
物
屋
七
右
衛
門

一
、
鳥
目
卅
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ
し
半
兵
へ

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

美
濃
屋
市
右
衛
門

一
、
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
百
や
久
兵
へ

一
、
同
五
十
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魚
屋
彦
兵
衛

一
、
上
下
一
具　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
添
三
右
衛
門　
　
　

 

　
　
　
　

」

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
原
三
左
衛
門

一
、
同
三
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
屋
嘉
兵
へ

一
、
同
三
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
や
善
三
郎

一
、
延
紙
三
束　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
や
長
右
衛
門

一
、
杉
折　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
草
春

一
、
足
袋
三
足　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
辻
主（

職
久
）膳

正

一
、
昆
布
卅
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
清

一
、
箱
菓
子
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

順
正
房

一
、
青
銅
五
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
町
中

一
、
中
啓
一
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
丸

一
、
金
子
百
疋　
　
　

 

〈
偏
知
院
家
来
〉
青
木
無
庵

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
菅
谷
平
左
衛
門

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
大
塚
権
右
衛
門

一
、
青
銅
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
畑
平
六

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
南
場
権
平

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
保
坂
市
左
衛
門　
　

 

　
　
　
　
　
　

」

一
、
足
袋
五
足　
　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
田
中
権
太
郎

一
、
青
銅
二
十
疋　
　
　
　
　
　

 

〈
同
〉
三
寿

一
、
青
銅
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

普
門
房

一
、
同
三
十
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
西

一
、〈
素
麺
一
箱
／
葛
五
箱
〉　　
　
　
　

松
林
房

一
、
同
三
十
疋　
　
　
　
　

 

〈
松
林
内
〉
念
西
房

一
、
青
銅
二
十
疋　
　
　
　

 

〈
松
林
内
〉〈
喜
兵
衛
／
市
平
〉

一
、
同
十
疋　
　
　
　
　
　

 

〈
理
正
内
〉
市
助

一
、〈
素
麺
一
箱
／
葛
五
箱
〉　　
　
　
　

理
正
房

一
、
金
子
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
坂
木
工
左
衛
門

一
、
金
子
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
野
辰
之
助

一
、
同
二
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
円
房

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
泉
房

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
弐

一
、
同
弐
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

智
乗
房

一
、
同
二
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
本
右
近　

 

　
　

」
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一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
本
内
記

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
村
庄
兵
衛

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
村
庄
吉

一
、
同
二
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
子
忠
右
衛
門

一
、
上
下
一
具　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
村
三
十
郎

一
、
同
二
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
新
兵
衛

一
、
金
子
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
本
右
近
内

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
伝
寺

一
、
青
銅
五
十
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　

俊
算

一
、
同
五
十
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
性

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
円

一
、
同
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
兵
衛

一
、
同
廿
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
助

一
、
同
五
十
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
兵
衛　

一
、
同
五
十
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
助

一
、
□
□
四
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
々
八
人 
　
　
　
　
　
　

」

一
、
同
十
疋
ツ
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
右
衛
門
／
茂
兵
衛
〉

一
、
青
銅
二
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
願
中

一
、
同
五
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
性
中

一
、〈
同
五
百
文
／
同
三
百
文
〉　　
　
　

髪
結
〈
半
兵
へ
／
長
吉
〉

一
、
同
二
百
文
ツ
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
〈
長
兵
衛
／
小
左
衛
門
〉

一
、
同
百
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乞
食
八
郎
兵
衛

　
　
　

右
之
通
被
遣
之
也

廿
三
日
晴
天

一
、
院
家
〈
素
絹
、
五
条
〉
青
御
門
主
〈
エ
〉
御
振
舞
〈
ニ
〉
御
参
、
東
陽
・

　

常
照
・
覚
円
坊
御
供
〈
ニ
〉
参
上
、
種
々
御
馳
走
被
仰
付
、 

　
　
　

」

　

御
門
主
於
御
座
間
御
対
顔
、
御
盃
頂
戴
、
及
暮

　

御
暇
退
出
、
庚
申
堂
〈
ヘ
〉
御
立
寄
、
追
付
御
礼
〈
ニ
〉
参
、

　

大
谷
兵
部
卿
取
次
、

廿
四
日
晴
天
、
覚
円
房
江
戸
下
向
用
意
、

廿
五
日
晴
天

一
、
輪
御
門
主
〈
エ
〉
得
度
之
為
御
礼
覚
円
坊
江
戸
下
向
、

　

偏
知
院
僧
正
ゟ
両
執
当
中
〈
江
〉（

御

か

）

□
披
露
●
、
惣
寺
中　
　

 

　
　
　
　
　

」

　

書
状
進
上
、
申
之
刻
首
途
、
廿
六（

日
か
）

□
発
足
、

＊
●
に
「
出
」
と
挿
入

　

一
筆
致
啓
上
候
、
先
以

　

輪
御
門
主
益
御
機
嫌
能
可
被
遊
御
座

　

奉
上
悦
候
、
各
御
無
事
御
勤
珍
重
存
候
、

　

然
者
鈴
丸
得
度
之
儀
申
上
候
所
、
願
之
通

　

被
仰
付
、
去
ル
十
五
日
首
尾
能
得
度
仕
、

　

難
有
仕
合
奉
存
候
、
早
速
罷
下
御
礼

　

可
申
上
儀
〈
ニ
〉
候
へ
共
、
若
年
之
儀
候
故
、
乍　
　

 

　
　
　
　
　
　

」

　

略
義
覚
円
房
指
下
、
御
礼
申
上
候
、

　

益
御
取
成
〈
ヲ
〉
以
御
披
露
頼
存
候
、
此
上

　

申
上
兼
候
へ
共
寺
院
為
相
続
候
間
、

　

住
職
を
も
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヾ
、
於
拙
僧
も

　

重
々
難
有
可
被
存
候
、
此
等
之
趣
可
然

　

様
〈
ニ
〉
偏
頼
存
候
、
委
細
覚
円
房
可
申

　

上
候
、
恐
惶
謹
言　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

偏
知
院
僧
正

　
　

閏
正
月
廿
五
日　
　
　
　

胤
海　

在
判
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円
覚
院
法
印

　
　
　

戒
善
院
法
印

　
　
　
　
　
　

御
披
露

　

一
翰
啓
上
仕
候
、
先
以

　

輪
御
門
主
様
益
御
機
嫌
能
可
被
遊

　

御
座
、
恐
悦
之
至
奉
存
候
、
然
者
鈴
丸　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　

得
度
之
儀
御
願
被
申
上
候
所
、
願
之

　

通
被
仰
付
、
首
尾
能
十
五
日
〈
ニ
〉
得
度

　

仕
難
有
仕
合
奉
存
候
、
早
速
罷
下

　

御
礼
可
被
申
上
候
へ
共
、
若
輩
之
儀
候
故

　

乍
自
由
覚
円
坊
為
名
代
指
下

　

得
度
之
御
礼
申
上
候
、
乍
此
上
為

　

寺
院
相
続
候
間
、
何
〈
と
そ
〉
住
持
職

　

継
目
之
御
礼
を
も
申
上
候
様
〈
ニ
〉
偏

　

奉
願
上
候
、
委
細
覚
円
房
口
上
〈
ニ
〉　　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
如
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
陽
房

　
　

閏
正
月
廿
五
日　
　
　
　
　

純
盛
在
判

　
　

円
覚
院
法
印
様　
　
　
　

惣
寺
中

　
　

戒
善
院
法
印
様

一
、
白
銀
弐
枚　

輪
御
門
主
〈
エ
〉
得
度
之
御
礼

一
、
金
子
弐
百
疋
ツ
ヽ
円
覚
院
法
印
・
戒
善
院
法
印
〈
エ
〉

　

二
月
五
日
為
名
代
覚
円
房
罷
出
御
礼
、
則

　

御
門
主
〈
エ
〉
御
目
見
首
尾
能
相
済
、　　

 

　
　
　
　

」

一
、
白
銀
五
枚　
　

輪
御
門
主
〈
エ
〉

一
、
同
壱
枚　
　
　

凌
雲
院
僧
正　
　

一
、
同
壱
枚　
　
　

円
覚
院
法
印

一
、
同
壱
枚　
　
　

戒
善
院
法
印　
　

一
、
金
子
二
百
疋　

大
西
宮
内
卿

一
、
金
子
二
百
疋　

吉
川
大
蔵
卿　
　

一
、
同
断　
　
　
　

柳
原
蔵
人

　
　

右
同
断
住
持
職
継
目
之
御
礼
也
、

一
、
銀
子
壱
枚　
　

本
実
成
院
殿　
　

一
、
同
壱
枚　
　
　

伝
法
院
殿

一
、
同
断　
　
　
　

徳
行
院　
　
　
　

一
、
足
袋
十
足　
　

護
国
院

一
、
足
袋
十
足　
　

覚
成
院　
　
　
　

一
、
同
断　
　
　
　

慈
雲
院　

 

　

」

　

右
為
御
祝
義
進
上
、

二
月
八
日　

輪
御
門
主
御
本
房
〈
エ
〉
被
召
御
目
見
、
御
暇
被
下
、

両
執
当
衆
ゟ
御
返
翰
出
〈
ニ
〉
付
、
翌
九
日
江
戸
発
足
、

其
外
之
衆
中
ゟ
御
状
到
来
、
十
八
日
上
京
、

　

去
月
廿
五
日
之
貴
札
令
拝
見
候
、
今
度
鈴
丸

　

首
尾
好
被
致
得
度
、
就
夫
為
御
礼
下
向
候
而
、　　
　
　
　

 

　
　
　
　
　

」

　

御
礼
可
被
申
上
候
へ
共
、
若
輩
故
名
代
覚
円
坊

　

被
遣
之
御
尤
〈
ニ
〉
候
、
御
紙
面
之
通
、
委
細
申
上
、

　

得
度
之
祝
儀
并
住
職
継
目
之
御

　

祝
儀
、
覚
円
坊
名
代
〈
ニ
〉
而
遂
披
露
候
、

　

若
年
之
儀
〈
ニ
〉
而
弥
貴
院
被
添
御
心
、

　

寺
中
〈
へ
〉
も
寺
院
相
続
専
要
〈
ニ
〉
可
仕
之

　

旨
可
被
仰
合
之
由
、
仰
〈
ニ
〉
候
、
巨
細
之

　

儀
、
覚
円
坊
可
為
演
説
候
条
、
不
能　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

詳
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戒
善
院
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二
月
九
日　
　
　
　
　

玄
海　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
覚
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
雄　

在
判

　
　
　

偏
知
院
僧
正

　

尚
々
皆
者
御
気
分
ハ
快
御
座
候
由
、
目
出
度

　

奉
存
候
、
弥
無
御
油
断
御
保
養
専
一
奉
存
候
、
最
早

　

世
間
も
晴
気
相
成
候
間
、
弥
漸
々
可
為
御
快
気

　

珍
重
候
、
我
々
令
悦
申
候
、
公
用
繁
多
、
早
々
、
以
上　

 

　
　
　
　
　
　

」

　

去
月
廿
五
日
之
芳
札
令
拝
見
候
、
先
以

　

輪
御
門
主
様
益
御
機
嫌
能
被
為
成
候
間
、

　

可
安
衆
慮
候
、
然
者
今
度
鈴
丸
首
尾

　

能
被
致
得
度
、
為
御
祝
儀
下
向
可
被

　

申
候
へ
共
、
若
年
故
為
名
代
覚
円
坊

　

被
指
下
之
由
尤
〈
ニ
〉
候
、
乍
略
義
住

　

職
之
御
礼
も
被
申
上
候
様
〈
ニ
〉
と
之
義
、

　

達
高
聴
候
所
、
両
様
共
首
尾
好　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

」

　

覚
円
坊
被
申
上
候
、
得
度
之
為
御
祝

　

儀
白
銀
二
枚
為
継
目
之
御
礼
同
五

　

枚
被
差
上
之
遂
披
露
候
所
、
御
満

　

足
之
御
事
ニ
候
、
住
持
若
年
之
事
ニ
候

　

間
、
寺
中
無
疎
略
寺
院
相
続

　

専
要
候
様
〈
ニ
〉
可
有
之
候
、
恐
々
謹
言

　
　

二
月
九
日　
　

戒
善
院
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　

円
覚
院
在
判　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　

」

　
　

真
如
堂

　
　
　

東（

陽

）

養
房

　
　
　

惣
寺
中

　

尚
々
我
々
方
へ
も
得
度
の
御
祝
儀

　

弐
百
疋
ツ
ゝ
、
且
又
継
目
之
御
祝

　

儀
銀
子
一
枚
ツ
ゝ
贈
給
、
忝
致

　

祝
納
候
以
上
、　　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
覚
円
房
上
京
以
後
江
戸
御
表
〈
エ
〉
御
礼
状
、
如
左

　
　

一
翰
致
啓
上
候
先
以

　
　

輪
御
門
主
様
益
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座

　
　

各
々
儀
御
無
事
〈
ニ
〉
御
勤
之
由
珍
重
奉
存
候
、

　
　

然
者
拙
僧
義
従
偏
知
院
僧
正
達
而
願

　
　

被
申
上
候
処
、
得
度
住
職
迄
被
仰
付

　
　

難
有
仕
合
奉
存
候
、
早
速
罷
下
可
申
上
候　
　
　

 

　
　
　
　
　

」

　
　

得
共
、
若
年
之
事
ニ
而
覚
円
坊
指
下
候

　
　

処
、
首
尾
好
継
目
之
御
礼
被
仰
付

　
　

難
有
奉
存
候
、
各
御
取
持
故
〈
と
〉
忝
令

　
　

存
候
、
御
序
而
ノ
時
分　

御
前
宜

　
　

被
仰
上
可
被
下
候
、
為
御
礼
如
此
御
座
候
、

　
　

恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
〈
真
如
堂
〉
上
乗
院

　
　
　

二
月
廿
三
日　
　
　
　
　

尊
通
在
判　

 

　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

円
覚
院
法
印

　
　
　

戒
善
院
法
印

　
　
　
　
　
　
　

御
披
露

一
、
偏
知
院
僧
正
寺
中
ゟ
も
為
御
礼
書
状
被
遣
之
也
、 

　
　
　
　
　
　
　

」
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（
白
紙
）

  
                   　

　
　
　
　
　

」

寛
延
元
戊
辰
年
五
月
頃
ゟ
上
乗
院
権
僧
正

御
病
気
風
邪
御
気
鬱
之
躰
〈
ニ
〉
而
御
座
候
処
、

八
月
上
旬
ゟ
差
重
リ
、
十
日
頃
余
程
御
快
候
処
、

閏
十
月
ゟ
以
之
外
差
重
リ
、
御
病
症
気
虚
〈
ニ
〉

相
究
候
〈
ニ
〉
付
、
御
隠
居
被
成
、
後
住
常
丸
殿
へ

得
度
住
職
被
仰
付
被
下
候
様
、
為
御
願
江
戸
表
へ

松
林
院
下
向
、
手
代
リ
吉
祥
院
下
向
、　　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　

」

十
一
月
卅
日
当
地
発
足
、
九
日
申
刻
〈
ニ
〉

谷
中
〈
江
〉
下
着
、
翌
十
日
〈
ニ
〉
右
為
御
願
御
執
当

御
行
者
覚
王
院
殿
〈
へ
〉
松
林
院
参
上
之
節
、

差
出
候
御
状
、
如
左
、

　

一
翰
啓
上
仕
候
、
先
以

　

宮（
公
遵
）様

益
御
機
嫌
能
被
為
成
、
奉
恐
悦
候
、

　

然
者
、
拙
僧
病
気
追
日
不
相
勝
、
本　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　

服
難
叶
躰
〈
ニ
〉
罷
在
候
、
依
之
此
度
隠
居

　

御
免
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
後
住
之
儀

　

先
達
而
願
上
候
蒙　

御
許
容
候
常
丸
儀

　

今
年
十
一
才
〈
ニ
〉 

罷
成
候
、
急
々
得
度
仕
、

　

住
職
相
続
仕
候
様
奉
願
候
、
委
細
先

　

例
等
之
儀
荘
厳
院
方
迄
申
遣
候

　

間
、
御
聞
届
被
下
、
願
之
通
幾
重
〈
ニ
〉
も　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　

御
取
成
奉
願
候
、
右
願
之
儀
使
者
以
松
林
院

　

奉
願
候
、
大
病
〈
ニ
〉
付
、
万
事
自
由
ケ
間
敷

　

奉
願
候
、
此
段
御
慈
愍
ヲ
以
願
之
通

　

被
為
仰
付
被
下
候
様
、
幾
重
〈
ニ
〉
も
御
沙
汰

　

奉
願
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　

上
乗
院
権
僧
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

十
一
月
卅
日　
　
　

祐
弁
在
判

　
　

覚
王
院
法
印

　
　

伝
教
院
法
印

　
　
　
　
　
　
　

御
披
露

右
差
上
候
同
十
二
日
、
御
本
坊
〈
江
〉
使
者

松
林
院
被　

召
出
、
覚
王
院
殿
御
達
、　　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

」

願
之
通
御
免
候
由
、
則
御
渡
被
成
御
奉
書

如
左
、

　

芳
札
令
披
見
候
、
然
者
其
元
病
気

　

本
服
難
相
叶
躰
〈
ニ
〉
付
、
此
度
隠
居

　

御
免
被
成
下
、
後
住
之
儀
先
達
而
被
願
上

　

被
奉
蒙　

御
許
容
候
常
丸
儀

　

今
年
十
一
才
〈
ニ
〉
罷
成
候
処
、
急
切
〈
ニ
〉
得
度　
　

 

　
　
　
　
　

」

　

致
、
住
職
相
続
仕
候
様
奉
願
候
、
先
例

　

書
荘
厳
院
ゟ
被
差
出
、
右
願
之
儀

　

使
僧
勝
林
院
ヲ
以
被
願
上
候
趣
及

　

御
沙
汰
候
処
、
願
之
通
隠
居

　

御
免
後
住
之
儀
常
丸
得
度
住
職

　

被
仰
付
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　

伝
教
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
海
在
判　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

十
二
月
十
二
日　

覚
王
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
深
在
判
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上
乗
院
権
僧
正

右
之
御
請
如
左

　

御
奉
書
奉
拝
誦
候
、
先
以

　

宮
様
益
御
機
嫌
良
被
為
成
奉
恐
悦
候
、　　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

然
者
大
病
〈
ニ
〉
付
隠
居　

御
免
之
儀

　

願
上
、
後
住
弟
子
常
丸
急
得
度
仕

　

住
職
相
続
仕
候
様
被　

仰
付
可
被

　

下
旨
奉
願
候
処
、
右
願
両
条
共
〈
ニ
〉
願

　

之
通
被　

仰
付
被
為
下
、
難
有
仕
合

　

奉
存
候
、
何
方
〈
ニ
〉
も
可
然
様
〈
ニ
〉
御
執
成　
　

 

　
　
　
　
　
　

」

　

奉
願
候
、
右
為
御
請
如
斯
御
座
候
、
恐
惶

　

謹
言

　
　
　
　
　
　

上
乗
院
権
僧
正

　
　

十
二
月
日　
　
　
　
　

祐
弁
在
判

　
　

覚
王
院
法
印

　
　

伝
教
院
法
印

　
　
　
　
　

御
披
露　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
白
紙
）

                                    　

 

　
　
　
　

」

（
白
紙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

右
之
通
也
、
先
達
而
御
内
意
御
願
并
荘
厳
院
殿
迄

以
御
書
中
御
頼
被
仰
遣
候
節
、
例
書
弐
通
被
遣
候

切
紙
、
如
左
、

　
　

覚

一
、
天
和
三
癸
亥
年
閏
五
月
十
七
日
先
々
日
住
法
印

　

大
僧
都
賢
證
兼
而
病
身
〈
ニ
〉
付
、
正
親
町　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

」

　

従
二
位
権
中
納
言
公
通
養
子
鈴
丸
七
歳
〈
ニ
〉

　

罷
成
候
処
賢
證
弟
子
〈
ニ
〉
契
約
仕
度（

旨
か
）□　

　
　

　

御
願
申
上
、
六
月
十
日
蒙　

御
許
容
候
、

一
、
貞
享
三
丙
寅
年
六
月
二
日
賢
證
長
病

　

殊
外
差
重
〈
リ
〉
候
〈
ニ
〉
付
、
鈴
丸
十
歳
〈
ニ
〉
相
成
候

　

間
、
得
度
住
職
之
儀
、
賢
證
御
願
申
上
度
候
旨
、

　

為
名
代
使
者
覚
円
坊
賢
盛
ヲ
以
奉　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　

願
候
処
、
六
月
廿
八
日
蒙　

御
許
容
候
、
覚
円
房

　

在
府
内
、
七
月
朔
日
賢
證
病
気
本
服

　

無（
之
逝
か
）

□
□
去
仕
候
、
依
之
直
ニ
以
覚
円
房
鈴
丸

　

得
度
来
春
迄
延
引
仕
度
旨
御
願
申
上

　

候
処
、
先
達
而
御
免
有
之
候
儀
得
度
之
儀

　

勝
手
次
第
〈
ニ
〉
可
致
候
、
勿
論
幼
年
之

　

住
職
故
、
使
者
一
山
随
分
心
〈
ヲ
〉
附
、
寺
院　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

」

　

相
続
仕
候
様
〈
ニ
〉
可
致
候
旨
被　

仰
渡
、
翌
貞
享

　

四
丁
卯
年
閏
正
月
十
五
日
鈴
丸
十
一
才
〈
ニ
〉
而

　

得
度
住
職
仕
、
同
十
七
日
従
京
都
以
書

　

中
得
度
住
職　

御
礼
録
等
差
上
申
候

右
通
〈
ニ
〉
御
座
候
、
以
上

　
　

覚　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
、
享
保
六
辛
丑
年
極
月
十
一
日
、
先
住
故
大
僧
正

　

尊
通
常
々
病
身
〈
ニ
〉
有
之
候
〈
ニ
付
〉、
正
親
町
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従
一
位
公
通
卿
末
子
靏
丸
七
歳
〈
ニ
〉
而

　

尊
通
弟
子
〈
ニ
〉
契
約
仕
度
候
旨
御
願
申
上
、

　

同
月
廿
一
日
願
之
通
蒙　

御
許
容
候
、

一
、
享
保
八
癸
卯
年
十
一
月
廿
四
日
、
靏
丸

　

入
寺
仕
、
御
礼
申
上
候
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　

」

一
、
享
保
十
乙
巳
年
十
月
廿
七
日
、
靏
丸
得

　

度
之
儀
御
届
申
上
候
、

一
、
享
保
十
一
丙
午
年
二
月
十
四
日
、
得
度
仕
候
処

　

宝
光
院
御
届
申
上
候
、

一
、
享
保
十
九
甲
寅
年
四
月
二
十
五
日
、
先
住

　

故
大
僧
正
病
気
大
切
〈
二
〉
付
、
隠
居
御
免

　

被
成
下
候
而
、
後
住
附
弟
宝
光
院
祐
円
〈
江
〉　　
　
　

 

　
　
　
　

」

　

被
仰
付
被
下
候
様
、
為
名
代
使
者
東
陽
院

　

被
下
御
願
申
上
候
処
、
五
月
十
一
日
隠
居
御
免

　

後
住
附
弟
宝
光
院
〈
江
〉
住
職
被
仰
付
候
、

　

依
之
則
以
東
陽
院
御
礼
録
等
差
上

　

申
候
、

右
之
通
〈
ニ
〉
而
御
座
候
、　　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

右
之
例
書
、
従
荘
厳
院
殿
執
当
中
〈
江
〉
御
差

出
被
成
候
由
、
後
々
例
書
御
状
与
一
度
〈
ニ
〉
此
方
ゟ

差
出
可
然
歟
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

」

（
白
紙
一
六
頁
）               

      　
　
　
　

    

」
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写真 1　尊通墓碑（真如堂墓地）

写真 2　得度道場之図


